
 

    徳島市農業委員会総会 議事録 

１ と き 
令和５年１０月３０日（月）   開会 午後 ３時 

閉会 午後 ４時 

２ ところ     徳島市役所 １３階 大会議室 

３ 議 長 会長 川人 泰博 

４ 出席者 

 

 

 
 

＜農業委員＞ 

  ２番委員   瀬畑 俊夫   ３番委員   佐野 泰弘  ４番委員  野口 俊廣 

  ５番委員   大貝 美治   ６番委員   金澤 敬治  ７番委員  宮崎  学 

  ８番委員   久米 裕純  ９番委員  川人 泰博 10番委員  佐々木永薫 

 11番委員  板東美佐緒  12番委員   坂東 賢二 13番委員  石田 幸夫 

 14番委員  植田美惠子  15番委員  廣瀬 長市 16番委員  谷川 興一 

 17番委員  鎌田 良仁  18番委員  政岡   茂 

 ＜農地利用最適化推進委員＞ 

１番委員   武市 直樹   ２番委員  安廣 貴明   ３番委員   宮本 忠佳 

４番委員  山本 美香   ５番委員  長谷川豊司   ８番委員  原田 和彦 

10番委員  奥田 雅之 11番委員  松浦 義幸  15番委員  廣瀬 佳輝   

５ 欠席者 ＜農業委員＞ 

１番委員  岸本  昇 19番委員   市岡 沙織 

＜農地利用最適化推進委員＞  

14番委員   鈴木 隆大  16番委員   美間  亮  17番委員  近藤 和隆 

６ 欠 員 なし 

７ 議 事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付議案件 

（農地関係議案） 

第 1号議案  農地法第３条の規定による許可申請の審議について 

第 2号議案  農地法第４条の規定による許可申請の審議について 

第 3号議案  農地法第５条の規定による許可申請の審議について 

第 4号議案    非農地通知の審議について 

第 5号議案    相続税の納税猶予に関する適格者証明願の審議について 

第 6号議案    相続税の免除予定事案に係る特例農地利用状況の確認について 

第 7号議案    農用地利用集積計画の承認について 

 

 報告事項 

（農地関係）  

 １．農地法第３条の３の規定に基づく権利取得の届出について 

 ２．農地法第５条第１項の規定に基づく許可の決定及び指令書の交付について 

 ３．農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用の届出について 

４．農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用の届出について 

５. 農地法第１８条第６項の処理について 

６．農地改良届について 

７．農地であることの証明について 

８．地目変更登記に係る照会に対する回答について 
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（開会 午後３時） 
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それでは、定例総会を始めさせていただきます。本日の議長は川人会長が務めるこ

ととなっております。進行をよろしくお願いします。 

 

ただ今から、令和５年10月徳島市農業委員会総会を開会いたします。本日の総会

は、農業委員19名のうち半数を超える１７名が出席しており、会議が成立しており

ます。欠席の届出がありました委員は、議席番号１番岸本昇委員、議席番号１９番  

市岡沙織委員です。はじめに、議事録署名者の選任についてですが、総会議事規則第 

１０条の規定により、議長が指名します。議席番号５番大貝美治委員と、議席番号１

４番植田美惠子委員の両名を指名します。よろしくお願いします。これより各議案の

審議に入りますが、議案各号ごとに採決しますので、よろしくお願いいたします。第

１号議案、農地法第３条の規定による許可申請の審議を開始します。それでは、事務

局より、議案の説明をお願いします。 

 

それでは第１号議案、農地法第３条第１項の規定による許可申請について御説明し

ます。議案書１ページを御覧ください。全ての申請について法定の添付書類は整って

おります。農地法第３条第２項各号の不許可要件に該当しているものは見受けられな

いと思われます。耕作労力・農機具の保有状況等の問題は見受けられず、また、周辺

への支障・影響を生ずる要因は特に見受けられません。なお、許可の適否にあたり、

不許可の例外規定に該当するものや、特に注意すべき事項のある案件については、個

別に説明をさせていただきます。 

１番は、譲渡人から譲受人へ、相手方の要望による売買で、農地１筆の所有権を移

転するものです。譲受人の耕作面積は許可後２７１ａに至り、譲受人は対象地におい

て、野菜の栽培を行うとのことです。 

２番は、貸人と借人との間で、営農型太陽光発電設備のために、農地１筆に区分地

上権を設定しようとするものです。設定期間は令和６年３月１日から令和９年２月 

２８日までの３年間です。なお、２番は同時に５条許可申請が出ております。５条許

可が許可されない場合は、３条許可も行うことができません。許可日も５条許可と同

日になります。また、営農型太陽光発電設備については、５条許可の方で詳しく御説

明させていただきます。 

３番は、譲渡人から譲受人へ、相手方の要望による売買で、農地５筆の所有権を移

転するものです。譲受人の耕作面積は許可後 415ａに至り、譲受人は対象地におい

て水稲の栽培を行うとのことです。 

４番は、譲渡人から譲受人へ、別世帯の後継者への部分贈与による贈与で、農地  

２筆の所有権を移転するものです。譲受人の耕作面積は許可後２２ａに至り、譲受人

は対象地において、菜の花やカボチャの栽培を行うとのことです。 

５番は、譲渡人から譲受人へ、相手方の要望による売買で、農地１筆の所有権を移

転するものです。譲受人の耕作面積は許可後２２８ａに至り、譲受人は対象地におい

て、野菜の栽培を行うとのことです。 

６番は、譲渡人から譲受人へ、労力不足による経営縮小による売買で、農地３筆の

所有権を移転するものです。譲受人の耕作面積は許可後４０ａに至り、譲受人は対象

地において、水稲の栽培を行うとのことです。 

７番は、譲渡人から譲受人へ、相手方の要望による売買で、農地１筆の所有権を移

転するものです。譲受人の耕作面積は許可後３５ａに至り、譲受人は対象地において、

大豆、カリフラワー、ブロッコリーなどの野菜の栽培を行うとのことです。 

８番は、貸人から借人へ、一部経営移譲に伴い、農地２筆に使用貸借権を設定する
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議長 

 

 

 

 

 

全委員 

 

ものです。設定期間は許可日から３年間です。借人の耕作面積は許可後１４８ａに至

り、借人は対象地において、レンコンの栽培を行うとのことです。 

９番は、譲渡人から譲受人へ、相手方の要望による売買で、農地１筆の所有権を移

転するものです。譲受人の耕作面積は許可後９４ａに至り、譲受人は対象地において、

イチゴの栽培を行うとのことです。 

10番は、譲渡人から譲受人へ、労力不足による経営縮小による売買で、農地１筆

の所有権を移転するものです。譲受人の耕作面積は許可後２８２ａに至り、譲受人は

対象地において、水稲の栽培を行うとのことです。 

第１号議案は以上１０件で、対象地は、田１７,２６９㎡、畑５０２㎡、合計    

１７,７７１㎡です。御審議をよろしくお願いします。 

 

事務局の説明は以上ですが、全案件につきまして、 申請地区の委員さん、他の委

員の皆様、御意見、御質問はありませんか。 

それでは、特に御意見が無いようですので採決いたします。第１号議案の農地法第

３条の規定による許可申請は、１番と３番から１０番を許可し、２番案件は、５条許

可の審議の結果に合わせることに異議はございませんか。 

 

異議無し 

 

異議がないということですので、第１号議案については１番と３番から１０番を許

可し、２番案件は５条許可の審議の結果に合わせることに決定いたしました。続きま

して、第２号議案、農地法第４条の規定による許可申請の審議を開始します。それで

は事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

それでは第２号議案、農地法第４条の規定による許可申請の審議について御説明し

ます。議案書３ページを御覧ください。１番の申請地は、１０ha 以上の規模の一団

の農地内にある第１種農地に該当しますが、不許可の例外規定である一時的な利用に

該当し、また、農地を分断するおそれはありません。申請人は、１筆ごとに高低差が

あり、耕作に支障をきたしていた農地の営農の効率化を目的とし、農地改良を計画し

一時転用するものです。本案件は一時転用の更新となり、当初は、昨年の８月に１年

間で一時転用許可をしましたが、その後、客土工事にかかる工事資材の高騰及び資材

不足等による調達状況が変化したため、工事業者との調整に時間を要したとのこと

で、今回は２年間の更新申請となります。工事の進捗は約５割で、工事完了後は、水

稲を栽培する計画です。以上、本案件につきましては、農地法に規定されている立地

基準及び一般基準において、許可要件を満たしているものと思われます。 

第２号議案は以上１件で、地目は、田のみ１,７４９㎡で、転用目的の内訳は、その

他施設用地です。以上、御審議をよろしくお願いします。 

 

事務局からの説明は以上ですが、本案件について申請地区の委員さん、他の委員の

皆様、御意見・御質問はありませんか。 

それでは、御発言が無いようですので採決いたします。第２号議案の農地法第４条

の規定による許可申請については、本案件を許可相当として県に諮問することに異議

はございませんか。 

 

異議無し 
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異議がないということですので、第２号議案は、本案件を許可相当として県に諮問

することに決定いたしました。続きまして、第３号議案、農地法第５条の規定による

許可申請の審議を開始します。それでは事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

それでは第３号議案、農地法第５条の規定による許可申請について、御説明します。

議案書４ページをお開きください。 

１番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受人

は建設業を営んでおり、所有権を移転し、露天資材置場に転用するものです。 

２番の申請地は、集団農地でかつ高性能農業機械による営農に適した甲種農地に該

当しますが、不許可の例外規定である一時的な利用に該当し、また、農地を分断する

おそれはありません。地上権を設定し、太陽光発電事業を営んでいる借人が営農型太

陽光発電施設に一時転用するものです。この営農型太陽光発電施設の制度や審査基準

等について、詳しく説明します。まず、営農型太陽光発電とは、農地に支柱を立てて、

営農を継続しながら上部空間に太陽光発電を設置し、農業と発電事業を同時に行うも

のです。一時転用の部分は支柱の部分であり、支柱の面積×本数が転用面積で、本案

件では合計0.35㎡となります。一時転用期間については、農地区分や営農者によっ

て３年～１０年で許可しており、本案件の場合は３年で、許可されますと３年毎に、

更新許可を繰り返す必要があります。また、転用許可後は、農作物の生育等にかかる

状況の報告を毎年求め、営農の適切な継続が確保されているか確認することになりま

す。また、パネルを支える支柱は容易に撤去できるように施工されているか、また、

下部の空間の最低地上高が約２ｍ以上確保されているかを判断することになり、本案

件は、この基準を満たす図面となっています。貸人についても、営農の適切な継続が

確保される必要があり、農作物が遮光下で地域の平均的な単収と比較して８割以上の

収量が確保できる見込みがあることのデータや、労働力、並びに販売先等についても

審査します。本案件で営農する農作物はサカキです。直射日光に当たらない濃い緑色

の葉が商品価値が高いとされ、太陽光パネルの下部は、直射日光を遮りつつ散乱光で

ほどよく、徳島市での気候条件や生育環境等に問題がないことを記載した資料の提出

があります。農作業者は、土地所有者である貸人の職員２名が行い、農作業歴が４年

あります。使用する農業機械はトラクター１台、畝立て機１台、噴霧器４台を計画し

ています。単収及び販売先については、当初の４年は生育のみで、収穫できるのは５

年目以降となります。５年目は１０aあたりの単収見込みは約２,３０0本で、販売価

格は約１２万円、それから徐々に本数を増やし、９年目には約１０a あたり約      

６,０００本で約３０万円とする計画です。また、地区審査の際には、営農者の代表取

締役から地元農業委員に説明があり、現地の状況をみながら営農計画を確認しており

ます。 

続きまして３番の説明に移ります。３番の申請地は、公共投資の対象となっていな

い第２種農地に該当します。使用貸借権を設定し、借人が非農家の世帯分離住宅に転

用するものです。 

４番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。賃貸借

権を設定し建設コンサルタント業を営んでいる借人が露天駐車場に転用するもので

す。申請地は当初、会社の社屋の建築に伴い、令和３年１１月から令和５年１０月ま

で一時転用として許可していましたが、新たに別の社屋も建築することになり、令和

８年１０月３０日までの一時転用の更新申請となります。 

５番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。借人は、

建設業を営んでおり、賃貸借権を設定し、令和５年１２月から令和７年３月まで露天

駐車場及び露天資材置場として一時転用するものです。以上、全案件につきましては、
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議長 

農地法に規定されている立地基準及び一般基準において、許可要件を満たしているも

のと思われます。また、転用目的が、駐車場・資材置場となっている案件については、

太陽光設備認定をとっていないことを確認済であり、転用規模が大規模である １

番、５番案件と農地区分が甲種農地である２番案件については地区審査を実施しまし

た。 

第３号議案は全５件で、地目は、田のみ５,５８３.１８㎡です。転用目的の内訳は、

住宅用地３４３.２９㎡、駐車場・資材置場が５,２３９.５４㎡、その他施設用地が  

０.３５㎡となります。以上で説明を終わります。御審議をよろしくお願いします。 

 

事務局からの説明は以上ですが、地区審査を行ったということですので、まず、実

際に審査にあたった委員さんより、御意見をいただきたいと思います。それでは、１

番案件の地区審査に参加していただいた、多家良地区の武市推進委員さん、転用計画

の内容等について、御心証などはいかがでしたでしょうか。 

 

今月１２日の午前１０時より、１番案件の地区審査を実施しましたので、報告しま

す。参加者は、岸本委員、瀬畑委員と私の３名と転用者側１名、事務局２名の６名で

す。申請対象の農地は、丈六町八反田にあり、第２種農地に区分されるとのことです。

今回の申請は、土地の所有者と譲受人との間で所有権を移転し、露天資材置場に転用

しようとするものです。土地の造成については、現況の高さのままで砕石を敷いて整

地し、隣接地との間にある既存のコンクリート壁をそのまま使用します。排水につい

ては、雨水のみであり、地下浸透および隣接する水路に放流する計画で、地元の土地

改良区からの意見書が提出されています。結論として、今回の転用許可申請について、

農地法上で許可となる条件を満たしており、周辺農地に対する被害防除措置について

も問題はなく、多家良地区の委員は、一致して許可はやむを得ないと判断しました。

報告は以上です。よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。続きまして２番案件の地区審査に参加していただいた、

勝占地区の野口委員さん、転用計画の内容等について、御心証などはいかがでしたで

しょうか。 

 

今月１７日の午前１０時３０分より２番案件で地区審査を実施しましたので報告

します。参加者は、佐野委員、宮本委員、山本委員と私の４名と転用者側２名、事務

局２名の８名です。申請地の位置は、方上小学校から東へ約７００ｍにあり、甲種農

地に区分されるとのことです。転用目的は、営農型太陽光発電施設であり、支柱の部

分の面積について３年間、一時転用するものです。借人は太陽光発電事業を経営して

おり、パネルの高さは約２ｍあり、トラクター等の農業機械に必要な空間が確保され

ています。営農者は、土地所有者であり、パネルの下部でサカキを栽培します。最初

の４年間は、肥料と除草を行い、収穫は５年目以降となります。農作業の従事者は２

人を予定しており、営農指導体制として、サカキの出荷先であり、栽培経験も豊富な

会社からの指導を受ける予定です。このほか、地域の平均的な単収の８割以上が確保

できる根拠となる資料及び、知見を有する者の意見書が提出されております。結論と

して、今回の転用許可申請について、農地法上で許可となる条件を満たしており、周

辺農地に対する被害防除措置についても問題はなく、勝占地区の委員は、一致して許

可はやむを得ないと判断しました。報告は以上です。よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。続きまして５番案件の地区審査に参加していただいた、
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国府地区の谷川委員さん、転用計画の内容等について、御心証などはいかがでしたで

しょうか。 

 

１０月１２日の午後１時３０分より、５番案件の地区審査を実施しましたので、報

告します。参加者は、美間推進委員と私の委員２名、転用者側２名、事務局２名の  

６名です。申請対象の農地は、国府町中字高畑にあり、第２種農地に区分されるとの

ことです。今回の申請は、土地の所有者と借人との間で賃貸借権を設定し、露天駐車

場及び露天資材置場に転用しようとするものです。借人は、対象地付近で建築工事を

請け負っており、作業員の駐車場及び資材置場として令和７年３月末まで一時転用す

るものです。農地に復元しやすいように造成は行わず、ブルーシートを全面に敷き、

その上に鉄板を置く計画です。排水については、雨水のみであり、地下浸透及び北側

水路に放流するとのことで地元土地改良区からの意見書が提出されています。結論と

して、今回の転用許可申請について、農地法上で許可となる条件を満たしており、周

辺農地に対する被害防除措置についても問題はなく、国府地区の委員は、一致して許

可はやむを得ないと判断しました。報告は以上です。よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。地区審査に参加された委員からの意見は以上ですが、そ

の他、全案件について申請地区の委員さん、他の委員の皆様、御意見・御質問はあり

ませんか。 

それでは、御発言が無いようですので採決いたします。第３号議案の農地法第５条

の規定による許可申請については、１番と３番から５番を許可し、２番案件を許可相

当として県に諮問することに異議はございませんか。 

 

異議無し 

 

異議がないということですので、第３号議案は１番と３番から５番を許可し、２番

案件を許可相当として県に諮問することに決定いたしました。なお、第１号議案、３

条の２番案件は、５条許可の結果に合わせることに決定しておりますので、５条の県

からの諮問の結果に合わせて許可の決定をすることになります。続きまして、第４号

議案、非農地通知の審議を開始します。それでは事務局より、議案の説明をお願いし

ます。 

 

それでは第４号議案、非農地通知について、御説明いたします。議案書６ページを

御覧ください。 

１番は、加茂名地区で、所有者から通知願があったため、１０月１３日に宮崎委員、

原田推進委員の委員２名、事務局２名、申請者側１名で現地の状況を確認しておりま

す。１番は、人が進入することもできないほど、雑木等が繁茂し、農業用機械による

耕起・整地が困難であることから、農地に復元するための物理的な条件整備が著しく

困難な状態であると認められます。また周辺は、山林が多く、非農地判定による周辺

農地への被害発生のおそれは小さいと思われます。 

２番は、上八万地区で、９月２０日に実施した農地パトロールの際に状況を確認し

ております。２番は、人が進入することもできないほど、雑木等が繁茂し、農業用機

械による耕起・整地が困難であることから、農地に復元するための物理的な条件整備

が著しく困難な状態であると認められます。また周辺は、山林が多く、非農地判定に

よる周辺農地への被害発生のおそれは小さいと思われます。 

第４号議案は、以上２件で、対象地は畑のみ、７,５２３.９２㎡です。御審議をよ
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ろしくお願いします。 

 

事務局の説明は以上ですが、全案件につきまして、申請地区の委員さん、他の委員

の皆様、御意見、御質問はありませんか。 

それでは、御発言が無いようですので採決いたします。第４号議案の非農地通知に

ついては、全案件を非農地と承認することに異議はございませんか。 

 

異議無し 

 

異議がないということですので、第４号議案については、全案件を非農地と承認す

ることに決定いたしました。なお、この議決により、所有者及び関係各所に非農地通

知を送付することになります。続きまして、第５号議案相続税の納税猶予に関する適

格者証明願の審議を開始します。それでは事務局より議案の説明をお願いします。 

 

それでは第５号議案、相続税の納税猶予に関する適格者証明願について、御説明し

ます。議案書７ページを御覧ください。今月の申請は１件です。対象地及び相続関係

を示す資料等の添付書類は整っています。１番の対象地は２筆、７,０４７㎡で、全て

の農地で、継続して耕作状態にあります。 

第５号議案は以上１件で、対象地は田のみ７,０４７㎡となっています。御審議をよ

ろしくお願いします。 

 

事務局の説明は以上ですが、本案件につきまして、申請地区の委員さん、他の委員

の皆様、御意見、御質問はありませんか。 

それでは、御発言が無いようですので採決いたします。第５号議案の相続税の納税

猶予に関する適格者証明願については、本案件を承認することに異議はございません

か。 

 

異議無し 

 

異議がないということですので、第５号議案については本案件を承認することに決

定いたしました。続きまして、第６号議案、相続税の免除予定事案に係る特例農地利

用状況の確認についてを開始します。それでは事務局より、議案の説明をお願いしま

す。 

 

それでは第６号議案、相続税の免除予定事案に係る特例農地利用状況について御説

明いたします。議案書８ページを御覧ください。 

１番は、すべての農地で問題なく耕作を継続しております。 

２番は、分筆後、転用している箇所がありますが、その他の農地は、問題なく耕作

を継続しております。 

９ページを御覧ください。３番は、一部道路となっている箇所がありますが当初よ

り除外されており、相続税の猶予対象地には問題はなく耕作を継続しております。 

４番は、国土調査により面積が変更されておりますが、問題なく耕作を継続してお

ります。 

１０ページを御覧ください。５番は、分筆後、転用している箇所がありますが、そ

の他の農地は、問題なく耕作を継続しております。 

第６号議案は以上５件で、税務署あてに報告しようとするものです。対象地の面積
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は、田３０,３６０㎡、畑７,４２５㎡、計３７,７８５㎡です。御審議をよろしくお願

いします。 

 

事務局の説明は以上ですが、全案件につきまして、申請地区の委員さん、他の委員

の皆様、御意見、御質問はありませんか。 

それでは、御発言が無いようですので採決いたします。第６号議案の相続税の免除

予定事案に係る特例農地利用状況の確認については、全案件を承認することに異議は

ございませんか。 

 

異議無し 

 

異議がないということですので、第６号議案については全案件を承認することに決

定いたしました。続きまして、第７号議案、農用地利用集積計画の承認についての審

議を開始します。それでは事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

それでは第７号議案、農用地利用集積計画について御説明します。それでは、議案

書１１ページをお開きください。全ての申請について、農業経営基盤強化促進法等の

一部を改正する法律附則第５条第 1 項により従前の例によるとされた、改正前の農

業経営基盤強化促進法第１８条第３項に定める、利用権設定に関する要件はすべて満

たしていると思われます。今月は新規設定が 7 件、再設定が４5 件で合計 52 件と

なっており、そのうち、賃貸借権が３３件、使用貸借権が１９件となっております。

なお、１３番について、新規就農面談を実施しました。設定しようとする土地での地

区別の内訳は、１番から９番が、多家良地区１１筆・９件、１０番から１６番が、勝

占地区１３筆・７件、１７番から１９番が、上八万地区４筆・３件、２０番から２１

番が、不動地区５筆・２件、２２番から３０番が、応神地区１８筆・９件、３１番か

ら３５番が、川内地区１３筆・５件、３６番から３８番が、国府地区７筆・３件、   

３９番から４３番が、南井上地区１０筆・５件、４４番から５２番が、北井上地区  

１７筆・９件となっております。 

利用権設定については以上で、田６８筆・７９ ,５６７㎡、畑３０筆・       

２４,５７５㎡の合計９８筆・１０４,１４２㎡となります。第７号議案の農用地利用

集積計画についての説明は以上です。御審議をよろしくお願いします。 

 

事務局の説明は以上ですが、新規就農面談を行ったということですので、まず、実

際に審査にあたった委員さんより、御意見をいただきたいと思います。それでは、  

１３番の新規就農面談に参加していただいた、勝占地区の佐野委員さん、新規就農計

画の内容等について、御心証などはいかがでしたでしょうか。 

 

それでは第７号議案、農用地利用集積計画について御説明します。９月1７日の午

前１０時から１３番案件で新規就農面談を実施いたしましたので報告します。参加者

は野口委員、宮本推進委員、山本推進委員、そして私の委員４名と、借受人３名、事

務局２名の９名です。借受人は、現在沖縄の一部でしか栽培されていないコーヒー豆

の国産化に興味を持ち、借受地にビニールハウスを設置し、コーヒーの木を植える計

画です。農業経営としては、コーヒー豆の栽培と販売が軌道に乗るまで５年ぐらいか

かり、設備投資も莫大なため、今後継続的に農業を行っていく気持ちがないと経営が

成立しませんが、コーヒーの実は完熟しても落ちないため、収穫も２週間に一回ぐら

いで済みますし、木も１０年くらいの寿命ですが植え替えではなくて、根元から切っ
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て植えなおしで対応できるため、負担が少なく、先行して栽培を行っている企業に指

導を仰ぎながら、栽培を行っていくようです。今回、利用権を設定し、本格的に就農

をするものでありまして農業機械については収穫までをこの農地で行い、そのあとの

作業工程については先行企業が販売も含めて行うので、ビニールハウスなどのインフ

ラ整備以外は特に必要ないようです。コーヒー豆の販売については、指導を行ってく

れている先行企業が買取をしてくれていますが、長期スパンで経営を見た場合、固定

客を作って、ブランド化しないと継続が難しくなるので自前で販売をできるようにや

っていくとのことです。ただし、コーヒーの場合はブランドに固定客が付きやすいの

でブランド化して独立して収益を上げていくことはさほど難しいわけではないとの

ことでした。結論として、就農計画等に問題はなく、周辺農地への影響を考慮しなが

ら、今後も、安定して農地を経営してほしいとの心証を持ちました。報告は以上です。

よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。新規就農面談に参加された委員からの意見は以上です

が、その他、全案件につきまして、 申請地区の委員さん、他の委員の皆様、御意見、

御質問はありませんか。 

それでは、御発言が無いようですので採決いたします。第７号議案の農用地利用集

積計画については、全案件を承認することに異議はございませんか。 

 

異議無し 

 

異議がないということですので、第７号議案については全案件を承認することに決

定いたしました。引き続き、農地関係の報告事項に移ります。事務局の説明をお願い

します。 

 

それでは報告事項について説明します。議案書1８ぺージを御覧ください。 

１番は、農地法第３条の３の規定に基づく権利取得の届出についてです。１９ペー

ジにわたり相続による権利取得４件受理しました。 

２０ページを御覧ください。２番は、農地法第５条第１項の規定に基づく許可の決

定及び指令書の交付についてです。１件交付しました。 

２１ぺージを御覧ください。3番は、農地法第４条第１項第７号の規定による農地

転用の届出についてです。２２ページにわたり７件受理しました。 

２３ページを御覧ください。4番は、農地法第５条第１項第６号の規定による農地

転用の届出についてです。２４ページにわたり８件受理しました。 

２５ページを御覧下さい。5番は、農地法第１８条第６項（合意解約）の処理につ

いてです。４件受理しました。 

２６ページを御覧ください。6番は、農地改良届についてです。１件受理しました。 

２７ページを御覧ください。７番は農地であることの証明についてです。１件証明

しました。 

２８ページを御覧ください。８番は地目変更登記に係る照会に対する回答について

です。３件回答しました。 

報告事項の説明については以上です。 

 

報告は以上ですが、何か御意見等はございませんか。 

それでは、以上をもちまして、令和５年１０月徳島市農業委員会総会を閉会いたし

ます。次回は１１月２７日月曜日の開催予定となっておりますので、よろしくお願い
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